
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪名川町集団婦人科検診業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 

猪名川町 
 

 



1 

 

１ 契約件名 

猪名川町婦人科検診業務 

  

２ 契約期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

３ 契約について 

  「１ 契約件名」で示した業務については、個別に契約を行うものとする。 

 

４ 業務概要 

 （１）婦人科検診 

   がんの早期発見・死亡率減少のため、厚生労働省「がん予防重点教育及びがん検診実施のため

の指針」に基づいて以下の検診を実施する。 

   ① 子宮頸がん検診 

② 乳がん検診 

③ 骨粗しょう症検診 

 

５ 業務についての基本的な考え方 

受託者は、本事業について責任をもって誠実に実施するものとし、業務履行に必要な資機材・消耗品・

会場等の費用はすべて受託者で負担するものとする。また、受託者は、本業務において知り得た内容、

検査結果及び個人情報等は適正に管理するものとする。 

また、新型コロナウイルス感染症等の感染症の感染防止のため、必要な予防対策を行うこと。 

 

６ 実施形態及び受診予定者数 

  子宮頸がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診をセットにした検診とする。ただし、受診者の受

診予定項目で案内を行うこととする。それぞれの受診者予定数は以下のとおりとする。 

   予定総数 約３,０００人 

 （内訳）  子宮頸がん検診  １,５５０人  

乳がん検診    １,２００人 

骨粗しょう症検診 １,６８０人 

 

７ 実施時期、時間及び場所 

  本町の要望実施時期・会場は別紙１のとおりであるが、実施可能人員などの都合で日程を増やす必

要がある場合は増やすこととする。 

 

８ 業務委託料 

業務委託の経費については、別途締結する委託契約書に基づき支払うものとする。 

検診会場で借り上げ等の費用が発生する場合は業者負担とする。 
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９ 再委託 

  受託者は本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

  ただし、あらかじめ再委託先及び内容を本町に提示し、その委託先が適当と認められる場合は、こ

の限りではない。 

  

１０ 業務内容 

（１） 各業務共通事項 

  ① 業務責任者の選任 

受託者は、本業務を実施するにあたり業務責任者を定め委託者に通知するものとする。 

なお、業務責任者が不在時でも対応できる体制を整えるものとする。 

② 検診業務に伴う事務作業 

・ 受診希望者から提出された受診申込書（最大約１１，０００通）から、受診形態・日時

の設定 

・ 通知文、問診票、結果通知書の作成（精密検査が必要な者に対しては、紹介状・検査画

像データを同封） 

・ 案内通知 

・ 結果通知 

・ 検診日変更の対応 

・ 結果データの作成（本町報告分（本町指定の方法で作成されたもの）） 

・ 通知文、問診票、結果通知書の作成 

   ③ 検診実施について 

・ 検診車、その他業務実施に必要な機材を会場に搬入し、プライバシー・安全性・動線に

配慮した会場設営を行い、検診終了後は速やかに撤去する。 

     ・ 受付から検診業務にかかわる全般について実施を行なう。また、実施については、「猪

名川町集団婦人科検診実施要領（別紙）」に基づいて行なう。 

・ 受診者からの苦情及び検診実施中の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を講ず

るとともに、現場責任者は委託者に報告を行う。また、再発防止策について記録を作成

し提出する。 

・ 事業実施に伴い発生した廃棄物はすべて受託者で回収・処分するとともに処分先等を委

託者に報告する。 

・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症の感染防止のため、マスクの装着、消毒など必要

な予防対策を行うこと。 

④ その他 

・ 結果データ及び画像データについては年度終了後５年間保存とし、本町が提出を求める

場合は、上記データに加え、結果表の再交付、フイルムの提供に応じる。 

・ 検診の精度については、第三者の管理調査を受けるなど高度な基準を保っていること。 

・ 業務従事者・技術者等は正確かつ高度な技術が提供できるよう研修体制が整っており、

実施していること。 

・ 検診の性質上、できる限り女性医師及び女性スタッフの配置に努めること。 

 


